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序
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韓
国
で
巫
俗
が
迷
信
と
し
て
蔑
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
反
面
、
一
九
四
五
年
の
日
本
の
植
民
地
支
配
か
ら
の

解
放
、
五
〇
年
の
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
に
よ
る
社
会
的
混
乱
を
乗
り
越
え
、
六
〇
年
代
以
降
の
韓
国
で
は
そ
れ
ま
で
等
閑
に
付
さ
れ
て
き

た
自
国
の
文
化
へ
の
肯
定
的
な
視
線
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
過
程
で
巫
俗
に
つ
い
て
も
肯
定
的
な
価
値
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に

〈
論
文
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﹀　

本
稿
の
目
的
は
、
韓
国
巫
俗
を
無
形
文
化
財
と
し
て
語
る
言
説
の
展
開
を
、
と
く
に
巫
俗
の
宗
教
的
側
面
が
排
除
さ
れ
る
様
相
に
注
目

し
て
明
ら
か
に
す
る
点
に
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
か
ら
始
動
し
た
「
国
家
無
形
文
化
財
」
と
し
て
の
制
度
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
巫
俗
儀
礼
や
巫
俗
音

楽
に
価
値
を
付
与
し
て
き
た
。
こ
の
点
に
関
し
、
先
行
研
究
で
は
、
巫
俗
の
ど
の
要
素
が
文
化
財
と
し
て
評
価
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
巫
俗
の
宗
教
的

側
面
が
如
何
に
し
て
排
除
さ
れ
た
の
か
、
に
関
す
る
具
体
的
な
議
論
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
巫
俗
に
見
出
さ
れ
る
芸
術
性
や

共
同
体
に
秩
序
を
も
た
ら
す
機
能
が
、
民
族
文
化
と
し
て
評
価
さ
れ
る
具
体
的
側
面
を
示
し
た
。
他
方
、
巫
俗
を
無
形
文
化
財
と
し
て
語
る
言
説
か
ら

は
、
巫
俗
に
見
出
さ
れ
る
卜
占
の
機
能
、
儀
礼
と
し
て
の
側
面
、
ム
ー
ダ
ン
（
シ
ャ
ー
マ
ン
）
や
信
者
に
共
有
さ
れ
る
信
仰
の
側
面
を
価
値
が
低
い
も

の
し
て
否
定
的
に
捉
え
る
言
説
も
確
認
で
き
る
。
無
形
文
化
財
の
言
説
か
ら
見
出
さ
れ
る
巫
俗
の
宗
教
的
側
面
の
排
除
は
、「
宗
教
」
の
範
疇
か
ら
基

本
的
に
除
外
さ
れ
、「
文
化
」
的
側
面
に
限
っ
て
許
容
さ
れ
て
き
た
巫
俗
の
歴
史
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
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な
っ
た１
。
こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
は
、
六
〇
年
代
以
降
の
韓
国
で
は
多
く
の
巫
俗
儀
礼
が
無
形
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
、
国
家
公
認
の

も
と
巫
業
を
営
む
ム
ー
ダ
ン
（
巫
者
）
が
存
在
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
無
形
文
化
財
と
し
て
の
指
定
は
巫
俗
へ
の
社
会
的
視
線
を
肯

定
的
な
も
の
と
す
る
な
ど
、
ム
ー
ダ
ン
た
ち
の
生
活
に
少
な
く
な
い
影
響
を
与
え
た
。

　

巫
俗
が
無
形
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
研
究
者
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
言
説
が
後
押
し

と
な
り
、
巫
俗
儀
礼
に
国
家
か
ら
の
お
墨
付
き
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
、
こ
こ
で
述
べ
て
お
き
た
い
の
は
、
既
存
の
研

究
は
、
研
究
者
が
如
何
に
し
て
巫
俗
を
文
化
と
し
て
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の
具
体
的
な
様
相
に
注
目
し
て
こ
な

か
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

巫
俗
と
無
形
文
化
財
に
関
す
る
研
究
は
、
民
俗
学
を
中
心
と
し
て
推
進
さ
れ
て
き
た
。
民
俗
学
的
研
究
は
主
に
無
形
文
化
財
に
指
定

さ
れ
た
ク
ッ
（
巫
俗
儀
礼
）
に
見
出
さ
れ
る
技
能
的
側
面
、
あ
る
い
は
ク
ッ
を
無
形
文
化
財
と
し
て
保
存
・
活
用
し
て
い
く
た
め
の
方

案
を
提
起
す
る
と
い
っ
た
方
向
で
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た２
。
宗
教
学
の
分
野
で
は
、
李イ

龍ヨ
ン

範ボ
ム

が
巫
俗
と
無
形
文
化
財
に
つ
い
て
研
究

を
推
進
し
て
き
た
。
李
龍
範
は
、
文
化
財
指
定
に
お
い
て
は
巫
俗
を
宗
教
と
見
る
視
点
が
排
除
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
問
題
提
起

を
行
っ
て
い
る
。
巫
俗
は
文
化
と
し
て
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
と
は
異
な
り
、
宗
教
と
し
て
は
認
め
ら
れ

て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
無
形
文
化
財
の
指
定
に
あ
た
っ
て
も
、
ム
ー
ダ
ン
と
信
者
に
見
出
さ
れ
る
信
仰
の
領
域
や
儀
礼
と
し
て
の
側

面
を
押
し
出
す
と
不
利
に
働
く
可
能
性
が
あ
り
、
極
力
宗
教
的
側
面
は
排
除
し
て
、
文
化
的
側
面
に
限
定
し
て
そ
の
価
値
が
認
め
ら
れ

て
き
た
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る３
。
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
、
総
括
し
て
彼
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

巫
俗
を
無
形
文
化
財
の
制
度
で
、
保
護
す
べ
き
過
去
の
伝
統
文
化
の
一
つ
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
韓
国
人
の
現
在
の
生
活
と

文
化
の
一
つ
と
し
て
、
そ
し
て
仏
教
や
儒
教
、
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
に
、
現
在
の
韓
国
人
の
生
活
の
な
か
で
、
生
か
さ
れ
、
動
い
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て
い
る
宗
教
の
一
つ
と
し
て
捉
え
る
社
会
的
認
識
こ
そ
、
巫
俗
を
伝
承
す
る
上
で
の
正
当
な
社
会
的
基
盤
で
あ
る４
。

　

無
形
文
化
財
の
指
定
に
あ
た
っ
て
は
巫
俗
を
「
宗
教
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
肝
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
結
局
は
巫
俗
を
後
代
に
伝
え

て
い
く
上
で
重
要
な
「
社
会
的
基
盤
」
に
な
る
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
無
形
文
化
財
の
制
度
に
お
い
て
、
巫
俗
を
宗
教

と
見
る
視
点
が
看
過
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
も
い
る
。

　

本
稿
の
議
論
は
李
龍
範
の
問
題
提
起
を
踏
ま
え
、
巫
俗
を
無
形
文
化
財
と
し
て
語
る
言
説
の
歴
史
的
変
遷
と
具
体
的
展
開
を
、
と
く

に
巫
俗
の
宗
教
的
側
面
が
排
除
さ
れ
る
様
相
に
注
目
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
李
龍
範
の
指
摘
は
韓
国
に
お
け
る
巫

俗
の
位
相
を
捉
え
る
上
で
重
要
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
が
、
具
体
的
に
巫
俗
の
ど
の
部
分
が
無
形
文
化
財
と
し
て
評
価
さ
れ
、
如
何
な

る
形
式
で
巫
俗
の
宗
教
的
側
面
が
排
除
さ
れ
た
の
か
に
関
し
て
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
本
稿
の
議
論
は
こ
の
点
を
補
い
、
巫
俗
言
説

に
関
す
る
研
究
の
蓄
積
に
寄
与
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
ま
た
、
無
形
文
化
財
の
言
説
か
ら
見
出
さ
れ
る
巫
俗
の
宗
教
的
側
面
の

排
除
は
、「
宗
教
」
の
範
疇
か
ら
基
本
的
に
除
外
さ
れ
、「
文
化
」
的
側
面
に
限
っ
て
許
容
さ
れ
て
き
た
近
現
代
韓
国
に
お
け
る
巫
俗
の

歴
史
の
一
端
を
示
す
と
い
う
点
で
意
義
を
持
つ
だ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
韓
国
に
お
け
る
文
化
財
制
度
の
変
遷
お
よ
び
『
無
形
文
化
財
調

査
報
告
書
』
を
用
い
る
理
由
に
つ
い
て
確
認
し
、
無
形
文
化
財
と
し
て
の
巫
俗
言
説
を
考
察
す
る
下
準
備
を
行
う
。

一　

無
形
文
化
財
指
定
と
「
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
」

　

韓
国
で
一
九
六
二
年
に
制
定
さ
れ
た
「
文
化
財
保
護
法
」
は
、
文
化
財
に
関
す
る
国
家
的
政
策
が
展
開
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
。
文

化
財
保
護
法
と
は
、「
文
化
財
を
保
存
し
、
こ
れ
を
活
用
す
る
こ
と
で
国
民
の
文
化
的
向
上
を
は
か
る
と
同
時
に
、
人
類
文
化
の
発
展

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
」
と
す
る
も
の
で
あ
る５
。
以
上
の
目
的
の
も
と
有
形
文
化
財
、
無
形
文
化
財
、
天
然
記
念
物
、
民
俗
資
料
が
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指
定
対
象
と
な
っ
た
。
巫
俗
に
つ
い
て
は
無
形
文
化
財
が
特
に
重
要
だ
が
、
こ
れ
に
は
「
演
劇
、
音
楽
、
舞
踊
、
工
芸
技
術
、
そ
の
他

無
形
の
文
化
的
所
産
と
し
て
、
我
が
国
の
歴
史
上
ま
た
は
芸
術
上
価
値
が
大
き
い
も
の
」
が
該
当
す
る６
。

　

国
家
は
す
で
に
、
一
九
六
一
年
に
文
教
部
（
現
・
教
育
部
）
に
文
化
財
管
理
局
を
発
足
さ
せ
文
化
財
関
連
業
務
を
担
当
さ
せ
て
い
た

が
、
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
文
教
部
の
諮
問
機
関
と
し
て
文
化
財
委
員
会
を
設
置
し
て
文
化
財
の
保
存
、
管
理
、
活
用
に
関
す
る
事
項
を
調

査
、
審
議
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
有
形
文
化
財
が
文
化
財
委
員
会
第
一
分
科
、
無
形
文
化
財
と
民
俗
資
料
が
第
二
分
科
、
天
然
記
念
物

が
第
三
分
科
の
審
議
対
象
と
な
っ
た
。
文
化
財
政
策
の
変
化
と
し
て
、
九
九
年
に
文
化
財
管
理
局
が
文
化
財
庁
に
昇
格
、
八
五
年
か
ら

文
化
財
委
員
会
の
分
科
が
細
分
化
さ
れ
無
形
文
化
財
は
第
四
分
科
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
な
ど
の
変
化
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
研
究

者
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ
る
文
化
財
委
員
会
で
審
議
が
決
定
さ
れ
た
対
象
を
委
員
自
ら
、
ま
た
は
外
部
の
研
究
者
に
依
頼
し
て
報
告

書
を
作
成
さ
せ
、
報
告
書
を
も
と
に
指
定
の
可
否
が
決
ま
る
と
い
う
基
本
構
造
に
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た７
。

　

本
稿
で
注
目
す
る
の
は
『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
に
お
け
る
巫
俗
言
説
で
あ
る
。『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
は
、
無
形
文

化
財
の
指
定
の
可
否
に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
担
っ
た
と
い
う
点
か
ら
重
要
な
資
料
と
な
る
。
文
化
財
委
員
会
の
審
議
で
主
に
参
照

さ
れ
た
の
が
『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
で
あ
っ
た
。
一
九
九
六
年
に
「
国
家
指
定
文
化
財
・
指
定
手
順
制
度
改
善
」
が
議
論
さ
れ

た
際
に
も
、
制
度
の
問
題
点
と
し
て
「
技
能
調
査
お
よ
び
指
定
審
議
に
お
い
て
当
該
分
野
を
専
攻
す
る
文
化
財
委
員
の
意
見
に
依
存
す

る
傾
向
」
が
指
摘
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
「
文
化
財
委
員
の
意
見
」
の
結
集
で
あ
る
『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
な

比
重
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る８
。

　
『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
は
幾
つ
か
の
調
査
報
告
書
を
合
本
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
報
告
書
は
一
九
九
七
年
ま
で
二
四

七
本
提
出
さ
れ
て
お
り
、
合
本
の
形
式
で
は
二
五
集
ま
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
無
形
文
化
財
の
指
定
は
六
四
年
に
開
始
さ
れ
、
二
〇
二
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〇
年
の
現
時
点
ま
で
一
四
六
個
の
種
目
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。
九
七
年
ま
で
に
一
一
三
個
、
九
八
年
以
降
に
残
り
三
三
個
の
種
目
・
技

能
保
有
者
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。
九
七
年
ま
で
毎
年
お
よ
そ
三
か
ら
四
個
ず
つ
新
規
の
無
形
文
化
財
が
指
定
さ
れ
、
九
八
年
以
降
は
毎

年
一
か
ら
二
個
ほ
ど
新
規
で
指
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る９
。
九
八
年
以
降
も
研
究
者
が
報
告
書
を
作
成
し
、
そ
れ
を
も
と
に
文
化
財
指
定

の
可
否
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
基
本
構
造
に
変
化
は
な
か
っ
た
が
、
文
化
財
行
政
の
土
台
は
、
現
在
閲
覧
可
能
な
『
無
形
文
化
財
調
査

報
告
書
』
の
刊
行
と
合
わ
せ
て
、
九
七
年
ま
で
に
形
成
さ
れ
た
と
言
え
る
。
本
稿
の
議
論
も
九
七
年
ま
で
を
対
象
と
し
て
い
る
。

　

無
形
文
化
財
の
指
定
の
可
否
は
、『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』（
以
下
、「
報
告
書
」
と
記
す
）
が
提
出
さ
れ
、
提
出
の
次
年
度
に
審
議

に
か
け
ら
れ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
の
が
基
本
的
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た
が
、
提
出
後
数
年
が
経
っ
て
審
議
に
か
け
ら
れ
る
場
合
も
あ

り
、
一
概
に
は
言
え
な
い
。
た
だ
、
前
述
の
通
り
一
九
九
七
年
ま
で
二
四
七
本
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
、
そ
の
う
ち
一
一
三
個
が
指
定

さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
毎
年
七
本
ほ
ど
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
、
そ
の
う
ち
三
か
ら
四
個
の
種
目
・
技
能
保
有
者
が
指
定
さ
れ

た
計
算
に
な
る
。
採
択
率
は
四
割
か
ら
五
割
で
あ
る
。
筆
者
は
報
告
書
の
す
べ
て
に
目
を
通
し
、
そ
こ
か
ら
巫
俗
関
連
の
記
述
を
収

集
・
分
析
し
た
が
、
巫
俗
関
連
の
報
告
書
に
つ
い
て
も
採
択
率
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
採
択
率
が
そ
れ
な
り
に
高
い
理
由
は
、
報
告
書

を
作
成
す
る
に
値
す
る
か
ど
う
か
も
文
化
財
委
員
会
で
審
議
さ
れ
、
す
で
に
あ
る
程
度
価
値
が
認
め
ら
れ
た
も
の
に
限
定
し
て
報
告
書

が
作
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

報
告
書
の
基
本
的
構
成
は
、
序
論
で
調
査
者
の
所
見
を
簡
潔
に
示
し
、
続
く
本
文
で
種
目
・
技
能
の
由
来
、
内
容
、
特
徴
、
技
能
保

有
者
の
略
歴
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、
結
論
と
し
て
再
度
そ
の
意
義
に
つ
い
て
具
体
的
に
強
調
す
る
と
い
う
形
式
に
な
っ
て
い
る
。
以
下

で
は
報
告
書
に
お
い
て
調
査
者
の
視
点
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
部
分
を
中
心
に
、
巫
俗
を
無
形
文
化
財
と
し
て
語
る
言
説
を
考
察
す

る
。
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二　

無
形
文
化
財
と
し
て
の
巫
俗

１　

一
九
六
〇
年
代
に
お
け
る
巫
俗
の
排
除

　

ま
ず
、
現
在
ま
で
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
巫
俗
儀
礼
、
巫
俗
音
楽
を
記
し
て
お
く
。

①　

恩
山
別
神
祭
（
国
家
無
形
文
化
財
第
九
号
、
一
九
六
六
年
）

②　

江
陵
端
午
祭
（
国
家
無
形
文
化
財
第
一
三
号
、
一
九
六
七
年
）

③　

シ
ナ
ウ
ィ
（
国
家
無
形
文
化
財
第
五
二
号
、
一
九
七
三
年
、
技
術
保
有
者
が
海
外
に
移
住
し
た
た
め
、
七
五
年
に
指
定
解
除
）

④　

楊
州
牛
演
戯
ク
ッ
（
国
家
無
形
文
化
財
第
七
〇
号
、
一
九
八
〇
年
）

⑤　

済
州
七
頭
堂
ク
ッ
（
国
家
無
形
文
化
財
第
七
一
号
、
一
九
八
〇
年
）

⑥　

珍
島
シ
ッ
キ
ム
ク
ッ
（
国
家
無
形
文
化
財
第
七
二
号
、
一
九
八
〇
年
）

⑦　

東
海
岸
別
神
ク
ッ
（
国
家
無
形
文
化
財
第
八
二
―
一
号
、
一
九
八
五
年
）

⑧　

西
海
岸
船
ヨ
ン
シ
ン
ク
ッ
及
び
大
同
ク
ッ
（
国
家
無
形
文
化
財
第
八
二
―
二
号
、
一
九
八
五
年
）

⑨　

蝟
島
テ
ィ
ベ
演
戯
（
国
家
無
形
文
化
財
第
八
二
―
三
号
、
一
九
八
五
年
）

⑩　

南
海
岸
別
神
ク
ッ
（
国
家
無
形
文
化
財
第
八
二
―
四
号
、
一
九
八
七
年
）

⑪　

黄
海
道
平
山
牛
演
戯
ク
ッ
（
国
家
無
形
文
化
財
第
九
〇
号
、
一
九
八
八
年
）

⑫　

サ
ル
プ
リ
舞
（
国
家
無
形
文
化
財
第
九
七
号
、
一
九
九
〇
年
）

⑬　

京
畿
道
都
堂
ク
ッ
（
国
家
無
形
文
化
財
第
九
八
号
、
一
九
九
〇
年
）
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⑭　

ソ
ウ
ル
セ
ナ
ム
ク
ッ
（
国
家
無
形
文
化
財
第
一
〇
四
号
、
一
九
九
六
年
）

　

以
下
で
は
こ
れ
ら
一
四
の
事
例
を
中
心
に
、
文
化
と
し
て
の
巫
俗
言
説
の
特
徴
を
考
察
す
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い

の
は
、
多
様
な
角
度
か
ら
巫
俗
を
無
形
文
化
財
と
し
て
押
し
出
し
て
も
、
一
九
六
〇
年
代
の
段
階
で
巫
俗
は
文
化
と
し
て
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
巫
俗
へ
の
否
定
的
な
社
会
的
視
線
に
つ
い
て
は
上
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
お
よ
そ
六
〇
年
代
頃
よ
り
巫

俗
の
文
化
的
側
面
に
限
っ
て
こ
れ
に
価
値
を
与
え
よ
う
と
す
る
言
説
が
現
れ
始
め
る
が
、
そ
れ
は
主
に
研
究
者
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
て
、
社
会
的
に
広
く
浸
透
し
た
考
え
方
で
は
な
か
っ
た
。
無
形
文
化
財
の
指
定
の
可
否
は
研
究
者
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
が
、
社

会
が
批
判
的
で
あ
る
も
の
に
対
し
て
、
研
究
者
の
側
か
ら
一
方
的
に
価
値
を
押
し
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
六
〇
年
代

に
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
①
恩
山
別
神
祭
と
②
江
陵
端
午
祭
の
報
告
書
、
そ
し
て
六
〇
年
代
に
積
極
的
に
巫
俗
関
連
の
報
告
書
を

提
出
し
た
民
俗
学
者
・
任イ

ム

晳ソ
ク

宰チ
ェ

の
声
か
ら
確
認
で
き
る
。

　

恩
山
別
神
祭
と
江
陵
端
午
祭
は
ク
ッ
以
外
に
も
歌
舞
や
演
劇
な
ど
多
様
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
報
告
書
で
巫

俗
へ
の
言
及
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
恩
山
別
神
祭
の
報
告
書
は
約
九
〇
頁
に
わ
た
っ
て
祭
次
の
「
由
来
」、「
内
容
」、「
保
有
者
」
に
つ

い
て
述
べ
て
い
るＡ
。
だ
が
、
巫
俗
に
つ
い
て
は
「
内
容
」
で
の
記
述
で
「
ム
ー
ダ
ン
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
の
み
で
あ
り
、
こ
れ

以
上
の
詳
細
な
記
述
は
な
いＢ
。
江
陵
端
午
祭
の
報
告
書
も
約
一
四
〇
頁
の
分
量
で
「
江
陵
端
午
祭
の
由
来
と
伝
説
」、「
内
容
」、「
巫
ク

ッ
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
がＣ
、
巫
俗
に
つ
い
て
は
「
江
陵
端
午
祭
の
巫
ク
ッ
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
は
す
る
も
の
の
、
祭
次
の
一
つ

と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
巫
俗
を
深
く
掘
り
下
げ
よ
う
と
す
る
内
容
に
は
な
っ
て
い
な
いＤ
。
こ
れ
ら
二
つ
の
報
告
書
で
巫
俗

に
つ
い
て
深
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
理
由
に
関
し
て
民
俗
学
者
の
黄

フ
ァ
ン

縷ヌ

詩シ

は
、
無
形
文
化
財
の
指
定
に
関
わ
っ
た
当
時
の
研
究
者
に
伝

え
聞
い
た
話
と
し
て
、
一
九
六
〇
年
代
は
社
会
的
に
巫
俗
を
迷
信
と
み
る
視
点
が
強
く
、
ク
ッ
を
文
化
財
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
は
不
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可
能
で
あ
っ
た
が
、
江
陵
端
午
祭
は
「
官
奴
仮
面
劇
」
と
い
う
演
劇
の
復
元
が
急
が
れ
、
例
外
的
・
付
随
的
に
ク
ッ
を
指
定
す
る
こ
と

が
で
き
た
と
述
べ
て
い
るＥ
。
黄
縷
詩
は
恩
山
別
神
祭
が
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
理
由
の
詳
細
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、

江
陵
端
午
祭
と
似
通
っ
た
事
情
か
ら
指
定
が
決
定
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
恩
山
別
神
祭
と
江
陵
端
午
祭
以
外
に
も
六
〇
年
代
は

巫
俗
を
扱
っ
た
多
様
な
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
ど
れ
も
が
指
定
に
至
ら
ず
、
七
〇
年
代
あ
る
い
は
八
〇
年
代
に
な
っ
て
よ
う

や
く
指
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
だ
。

　

恩
山
別
神
祭
と
江
陵
端
午
祭
の
無
形
文
化
財
指
定
が
例
外
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
事
例
と
し
て
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
民
俗
学
者

の
任
晳
宰
が
巫
俗
に
関
す
る
報
告
書
を
積
極
的
に
提
出
し
た
が
、
そ
れ
ら
が
無
形
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
点
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
任
晳
宰
は
巫
俗
に
関
し
て
六
五
年
に
「
関
北
地
方
巫
歌Ｆ
」、
六
六
年
に
「
関
西
地
方
巫
歌Ｇ
」
を
提
出
し
た
が
、

ど
れ
も
無
形
文
化
財
指
定
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
七
〇
年
に
「
茁
浦
巫
楽
」
を
提
出
し
た
が
、
こ
れ
も
や
は
り
指
定
に
は
至

ら
な
か
っ
た
。
任
晳
宰
は
茁
浦
巫
楽
の
無
形
文
化
財
指
定
が
難
し
い
こ
と
を
察
し
て
い
た
の
か
、「
巫
楽
の
現
況
」
の
箇
所
で
次
の
よ

う
に
苦
し
い
心
境
を
吐
露
し
て
い
る
。

巫
楽
の
技
能
が
卓
越
し
た
保
有
者
の
な
か
で
、
他
業
に
転
業
し
た
者
も
お
り
、
巫
俗
の
身
な
り
を
見
せ
な
い
よ
う
に
す
る
者
も
多

い
。（
中
略
）
彼
ら
を
保
護
し
て
士
気
を
失
わ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
も
、
巫
的
儀
礼
と
巫
楽
と
を
分
離
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
迷

信
視
さ
れ
て
い
る
巫
俗
を
保
護
し
て
い
る
な
ど
と
い
う
誤
解
を
一
般
人
に
与
え
か
ね
な
い
。
巫
俗
の
保
護
育
成
の
名
分
が
立
た

ず
、
た
い
へ
ん
苦
し
いＨ
。

　

一
九
六
〇
年
代
の
段
階
に
お
い
て
、
巫
俗
が
無
形
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て

は
、「
迷
信
視
さ
れ
て
い
る
巫
俗
を
保
護
し
て
い
る
な
ど
と
い
う
誤
解
を
一
般
人
に
与
え
か
ね
な
い
」
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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研
究
者
は
活
動
の
初
期
か
ら
巫
俗
を
文
化
と
し
て
正
当
化
す
る
論
理
を
そ
な
え
て
い
た
。
し
か
し
、
六
〇
年
代
あ
る
い
は
七
〇
年
代
初

頭
の
段
階
に
お
い
て
、
巫
俗
に
対
す
る
研
究
者
の
言
説
は
未
だ
社
会
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

巫
俗
が
こ
と
さ
ら
問
題
視
さ
れ
る
状
況
は
文
化
財
委
員
の
「
生
の
声
」
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
あ
ま
り
多
く
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
が
、『
文
化
財
委
員
会
会
議
録
』
に
は
時
折
彼
ら
の
直
接
的
な
発
言
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
一
例
と
し
て
、「
紙
花

匠
」
と
い
う
民
間
工
芸
、
特
に
巫
俗
や
仏
教
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
造
花
技
術
に
つ
い
て
の
報
告
書
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
報
告
書
で

は
、
紙
花
匠
の
技
術
者
と
し
て
「
巫
系
の
金キ

ム

石ソ
ク

出チ
ュ
ル」

と
「
仏
系
の
金キ
ム

永ヨ
ン

達ダ
ル

」
を
挙
げ
、
彼
ら
の
技
術
を
無
形
文
化
財
と
し
て
指
定
し
、

永
く
保
存
す
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
い
るＩ
。
た
だ
、
紙
花
匠
は
結
局
指
定
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
会
議
録
に
は
次
の

よ
う
な
や
り
取
り
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

芮イ
ェ

庸ヨ
ン

海ヘ

：
調
査
者
の
意
見
と
し
て
金
永
達
の
技
能
が
優
秀
だ
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
皆
さ
ん
の
意
見
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？

李イ

杜ド
ゥ

鉉ヒ
ョ
ン：

紙
花
の
場
合
、
巫
俗
に
関
係
が
あ
る
の
で
問
題
が
あ
り
ま
す
。
両
者
は
共
に
巫
業
に
従
事
し
て
お
り
、
紙
花
は
巫
業
の

一
部
で
あ
り
ま
す
か
ら
慎
重
を
期
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

任イ
ム

東ド
ン

権ゴ
ン

：
彼
ら
は
一
種
、
ム
ー
ダ
ン
の
ボ
ス
で
すＪ
。

　

報
告
書
で
金
永
達
は
仏
教
系
の
技
術
者
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
僧
と
ム
ー
ダ
ン
の
中
間
的
な
位
置
づ
け
に
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
問
題
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
李
杜
鉉
と
任
東
権
は
人
類
学
者
・
民
俗
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
文
化
財
委
員
の
核
心
的

な
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
仏
教
は
何
ら
問
題
視
さ
れ
て
い
な
い
。
事
実
、
一
九
七
三
年
に
は
仏
教
儀
礼
・
音
楽
と
し

て
「
梵
唄
」
が
国
家
無
形
文
化
財
第
五
〇
号
に
指
定
（
八
七
年
に
「
霊
山
済
」
と
し
て
再
指
定
）
さ
れ
て
お
り
、「
宗
教
」
そ
れ
自
体

は
文
化
財
指
定
に
お
い
て
何
も
問
題
が
な
か
っ
た
と
言
え
るＫ
。
紙
花
匠
の
指
定
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
の
は
「
巫
俗
」
で
あ
り
、
具
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体
的
に
は
巫
俗
を
否
定
的
に
捉
え
る
文
化
財
委
員
の
視
点
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
、
巫
俗
が
問
題
視
さ
れ
る
状
況
は
徐
々
に
変
化
し
て
ゆ
き
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
、
文
化
財
委
員
の
構
成

に
は
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
か
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
文
化
的
側
面
を
巧
み
に
押
し
出
し
た
も
の
に
限
っ
て
巫
俗
は
無
形
文
化
財
と
し
て

公
認
を
得
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
も
一
つ
例
を
挙
げ
る
と
、
前
述
の
引
用
文
で
「
巫
俗
に
関
係
が
あ
る
の
で
問

題
」
と
述
べ
た
李
杜
鉉
本
人
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た
⑪
黄
海
道
平
山
牛
演
戯
ク
ッ
（
豊
作
を
祈
る
ク
ッ
）
は
、
技
術
保
有
者
の
巫
女
・

張チ
ャ
ン

寶ボ

培ベ

と
李イ

先ソ
ン

妣ビ

に
関
し
て
、
会
議
録
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
審
議
で
明
確
に
「
巫
業
に
従
事
」
と
言
及
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、

八
八
年
に
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
たＬ
。
紙
花
匠
の
指
定
に
反
対
し
た
李
杜
鉉
自
ら
が
調
査
し
、
巫
俗
に
直
接
関
係
の
あ
る
ク
ッ
が
八

八
年
の
段
階
で
は
問
題
な
く
無
形
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
紙
花
匠
の
報
告
書
で
は
巫
俗
の
芸
術
的
な
部
分
が
強
調
さ

れＭ
、
黄
海
道
平
山
牛
演
戯
ク
ッ
で
も
ク
ッ
に
見
出
さ
れ
る
演
戯
、
芸
術
的
な
側
面
が
押
し
出
さ
れ
て
い
るＮ
。
ゆ
え
に
巫
俗
を
文
化
と
し

て
押
し
出
す
論
理
の
面
で
こ
れ
ら
に
大
き
な
違
い
は
見
出
せ
な
い
が
、
前
者
は
否
決
さ
れ
後
者
は
議
決
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
文
化
財
委

員
の
巫
俗
へ
の
視
線
が
変
化
し
た
と
い
う
面
が
ま
ず
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
任
晳
宰
が
吐
露
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
韓
国
に
お
け

る
一
般
的
な
巫
俗
理
解
が
そ
れ
だ
け
変
化
し
た
こ
と
を
示
す
一
つ
の
事
例
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
文
化
的
側
面
を
巧

み
に
押
し
出
し
た
も
の
に
限
り
無
形
文
化
財
へ
の
指
定
が
可
能
に
な
る
と
い
う
構
図
は
、
以
下
に
見
る
通
り
七
〇
年
代
以
降
に
無
形
文

化
財
に
指
定
さ
れ
た
巫
俗
儀
礼
に
共
通
し
て
見
出
せ
る
特
徴
で
あ
る
。

２　

一
九
七
〇
年
代
以
降
の
巫
俗
言
説 

│
│ 

文
化
的
側
面
に
限
っ
た
包
摂 

│
│

　

一
九
七
〇
年
代
以
降
の
無
形
文
化
財
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
前
に
ま
ず
述
べ
て
お
き
た
い
の
は
、
主
に
民
俗
学
を
専
門
と
す
る
無

形
文
化
財
の
調
査
委
員
に
と
っ
て
巫
俗
が
宗
教
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
巫
俗
に
見
出
さ
れ
る
信
仰
や
儀
礼
と
し
て
の
側
面
は
基



11　（11）

文化としての韓国巫俗

本
的
に
迷
信
ま
た
は
価
値
の
低
い
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
報
告
書
の
言
説
に
お
い
て
、
ム
ー
ダ

ン
や
信
者
の
信
仰
に
関
わ
る
領
域
お
よ
び
儀
礼
と
し
て
の
側
面
は
言
及
さ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
排
除
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
信
仰
や
儀
礼
と
し
て
の
側
面
を
押
し
出
し
た
報
告
書
の
す
べ
て
が
不
採
択
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
信
仰
の
領
域
に

つ
い
て
積
極
的
に
言
及
し
な
が
ら
指
定
に
成
功
し
た
も
の
と
し
て
、
一
九
九
六
年
に
指
定
さ
れ
た
⑭
ソ
ウ
ル
セ
ナ
ム
ク
ッ
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
ソ
ウ
ル
の
死
霊
祭
で
あ
り
、
朝
鮮
時
代
の
宮
中
儀
礼
の
要
素
を
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
こ
の
巫
俗
儀

礼
に
関
す
る
報
告
書
は
、「
ソ
ウ
ル
セ
ナ
ム
ク
ッ
の
由
来
と
現
況
」
で
種
目
の
意
義
を
押
し
出
し
、
続
く
「
ソ
ウ
ル
セ
ナ
ム
ク
ッ
の
構

成
と
特
徴
」、「
芸
能
者
の
生
活
史
及
び
主
要
公
演
経
歴
」、「
芸
能
者
の
伝
承
系
譜
及
び
芸
能
水
準
」
の
項
目
で
セ
ナ
ム
ク
ッ
の
詳
細
を

述
べ
て
い
るＯ
。
調
査
者
の
意
見
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
由
来
と
現
況
の
箇
所
だ
が
、
こ
こ
で
調
査
者
は
セ
ナ
ム
ク
ッ
の
華
や
か

さ
と
共
に
、
そ
こ
か
ら
見
出
さ
れ
る
韓
国
人
の
死
霊
観
を
強
調
し
て
い
る
。

セ
ナ
ム
ク
ッ
は
亡
者
に
対
す
る
韓
国
人
の
限
り
な
い
、
そ
し
て
格
別
な
心
性
あ
る
い
は
土
台
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
ソ
ウ

ル
の
セ
ナ
ム
ク
ッ
は
そ
の
中
で
も
最
も
華
や
か
で
精
緻
な
構
造
を
そ
な
え
た
ク
ッ
で
あ
るＰ
。

　

無
形
文
化
財
指
定
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
当
然
な
が
ら
華
や
か
さ
と
し
て
芸
術
性
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
亡
者
」

へ
の
「
格
別
な
心
性
」
と
し
て
信
仰
の
部
分
も
言
及
し
つ
つ
、
結
果
と
し
て
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
事
例
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

は
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

巫
俗
の
信
仰
の
領
域
に
つ
い
て
積
極
的
に
言
及
し
な
が
ら
指
定
に
成
功
し
た
事
例
が
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
一
九
八
七
年
に
指
定

さ
れ
た
⑩
南
海
岸
別
神
ク
ッ
で
あ
る
。
筆
者
が
調
査
し
た
限
り
、
信
仰
の
領
域
を
押
し
出
し
て
文
化
財
指
定
に
成
功
し
た
事
例
は
こ
れ

ら
二
つ
の
み
で
あ
る
。
豊
漁
祭
で
あ
る
南
海
岸
別
神
ク
ッ
の
報
告
書
は
「
指
定
理
由
」
で
種
目
の
意
義
を
述
べ
、
続
く
「
豊
漁
祭
の
節
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次
と
内
容
」、「
音
楽
及
び
巫
舞
」、「
巫
具
と
巫
服
」、「
芸
能
者
調
書
」
で
細
か
い
点
の
説
明
を
行
っ
て
い
るＱ
。
セ
ナ
ム
ク
ッ
と
同
じ
く

序
論
の
指
定
理
由
で
調
査
者
の
率
直
な
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、「
南
海
岸
別
神
ク
ッ
は
信
仰
が
主
に
な
っ
て
お
り
、
娯
楽
性
が

少
な
い
方
」、「
信
仰
へ
の
信
頼
が
厚
く
、
観
衆
を
真
剣
に
さ
せ
る
」
要
素
が
あ
る
と
す
る
な
ど
、
娯
楽
性
よ
り
も
信
仰
の
部
分
に
価
値

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
るＲ
。
た
だ
、
こ
の
ク
ッ
も
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
と
い
う
点
で
は
セ
ナ
ム
ク
ッ
と
同
じ
結
果
に
収
ま
っ
た
わ

け
だ
が
、
少
な
く
と
も
文
化
財
委
員
会
で
信
仰
の
部
分
は
看
過
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。『
文
化
財
委
員
会
会
議
録
』
で
南

海
岸
別
神
ク
ッ
の
指
定
理
由
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

南
海
岸
別
神
ク
ッ
は
慶
南
の
忠
武
と
巨
済
島
を
中
心
に
、
南
海
岸
一
帯
の
村
落
で
行
わ
れ
て
い
る
豊
漁
を
祈
願
す
る
大
祝
祭
で
あ

り
、
特
に
ク
ッ
の
音
楽
が
韓
国
に
現
存
す
る
ど
の
別
神
ク
ッ
よ
り
も
優
れ
て
お
り
、
ま
た
独
特
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
継
承
・
保

存
す
るＳ
。

　

報
告
書
で
は
明
確
に
「
信
仰
が
主
」
で
「
娯
楽
性
が
少
な
い
方
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
無
形
文
化
財
指
定
に
あ
た
っ
て
は
一
転
し
て

音
楽
、
文
化
的
側
面
の
優
秀
さ
の
み
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
文
化
財
委
員
会
会
議
録
』
は
記
録
に
偏
り
が
あ
る
た
め
、
報
告
書
の
内

容
と
委
員
会
の
指
定
理
由
の
間
隔
に
つ
い
て
詳
細
は
知
り
得
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
最
終
的
な
指
定
理
由
と
し
て
信
仰
で
は
な

く
音
楽
、
文
化
的
側
面
が
採
択
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
南
海
岸
別
神
ク
ッ
は
以
下
で
考
察
す
る
他
の
巫
俗
儀
礼
と
同
様
に
、
文
化
と
し

て
認
め
ら
れ
た
事
例
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

一
九
七
三
年
に
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
③
シ
ナ
ウ
ィ
（
即
興
器
楽
合
奏
曲
の
様
式
を
表
す
朝
鮮
の
固
有
語
）
は
、
巫
俗
の
文
化

的
側
面
を
押
し
出
す
こ
と
で
指
定
に
成
功
し
た
最
初
の
事
例
で
あ
る
。
報
告
書
は
「
巫
楽
シ
ナ
ウ
ィ
を
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
す
る

こ
と
に
関
す
る
理
由
」、「
シ
ナ
ウ
ィ
音
楽
」、「
保
有
者
技
能
概
要
」、「
保
有
者
調
書
」
と
い
っ
た
構
成
か
ら
種
目
の
内
容
を
説
明
し
て
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い
る
がＴ
、
他
の
報
告
書
と
同
じ
く
冒
頭
部
分
で
調
査
者
の
所
見
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
調
査
者
は
、
巫
俗
に
価
値
を
与
え
る
方
法

と
し
て
巫
楽
内
で
等
級
を
定
め
、「
降
神
巫
」
よ
り
も
「
世
襲
巫
」
が
芸
術
的
に
優
れ
て
い
る
と
説
く
。
巫
俗
は
召
命
体
験
を
経
て
ム

ー
ダ
ン
に
な
る
降
神
巫
（
主
に
漢
江
以
北
）
と
、
降
神
体
験
を
経
な
い
で
代
々
巫
業
を
継
い
で
い
く
世
襲
巫
（
漢
江
以
南
）
に
大
別
さ

れ
る
。
シ
ナ
ウ
ィ
の
報
告
書
は
降
神
巫
よ
り
も
、
代
々
巫
業
を
継
ぎ
、
音
楽
や
踊
り
の
面
で
伝
統
の
脈
を
保
っ
て
い
る
世
襲
巫
が
技
術

や
美
的
側
面
に
お
い
て
優
秀
で
あ
る
た
め
、
世
襲
巫
の
巫
楽
を
保
存
す
る
必
要
が
あ
る
と
強
調
す
る
。
反
面
、
近
年
、
世
襲
巫
の
な
か

に
降
神
巫
の
要
素
が
流
入
し
て
き
て
い
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

巫
俗
に
お
い
て
も
、
世
代
の
変
遷
と
趨
勢
に
よ
っ
て
、
世
襲
巫
は
そ
の
儀
式
構
造
が
た
い
へ
ん
複
雑
で
経
済
的
負
担
も
多
い
た

め
、
京
南
地
方
で
も
簡
易
な
ソ
ウ
ル
系
の
読
経
ま
た
は
占
術
の
よ
う
な
も
の
が
南
部
に
侵
入
し
て
い
る
。（
中
略
）
こ
れ
は
民
俗
学

の
見
地
や
民
俗
音
楽
の
体
系
に
お
い
て
も
問
題
だ
と
言
え
る
。
ゆ
え
に
、
京
南
地
方
で
伝
来
さ
れ
て
き
た
巫
楽
の
伝
統
を
、
消
失

す
る
前
の
状
態
で
保
存
し
な
く
て
は
な
ら
な
いＵ
。

　

巫
俗
を
宗
教
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
も
の
と
定
義
す
れ
ば
、「
読
経
ま
た
は
占
術
」
は
巫
俗
に
見
出
さ
れ
る
宗
教
的
機
能
と
し
て
捉
え

る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
報
告
書
で
は
巫
俗
を
宗
教
と
み
る
視
点
は
初
め
か
ら
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
読
経
や
占
術
を
価
値

が
低
い
も
の
と
み
な
し
つ
つ
、
文
化
の
原
型
と
し
て
「
巫
楽
の
伝
統
」
を
至
急
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
訴
え
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
一
九
七
〇
年
代
に
な
る
と
、
文
化
的
側
面
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
れ
ば
巫
俗
は
無
形
文
化
財
と
し
て
指
定
が
可
能
と
な
っ

た
。

　

シ
ナ
ウ
ィ
の
報
告
書
で
は
、
巫
俗
に
見
出
さ
れ
る
民
族
文
化
の
原
型
と
し
て
の
要
素
を
高
く
評
価
し
て
い
る
が
、
無
形
文
化
財
の
指

定
に
お
い
て
は
ク
ッ
に
見
出
さ
れ
る
村
落
共
同
体
の
秩
序
を
維
持
す
る
機
能
、
つ
ま
り
共
同
性
を
強
調
す
る
の
も
有
効
な
論
法
で
あ
っ
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た
。
例
と
し
て
、
一
九
八
〇
年
に
指
定
さ
れ
た
⑤
済
州
七
頭
堂
ク
ッ
（
風
雨
神
・
農
神
を
象
徴
す
る
霊
登
神
を
祀
る
ク
ッ
）
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
報
告
書
で
は
「
重
要
無
形
文
化
財
指
定
の
理
由
」
で
指
定
申
請
の
理
由
を
簡
潔
に
記
し
、
続
く
「
歴
史
的
由
来
」、

「
特
徴
」、「
神
堂
」、「
ク
ッ
の
祭
次
内
容
」、「
文
献
記
録
と
今
日
の
ク
ッ
」、「
保
有
者
調
査
」
の
順
で
説
明
が
な
さ
れ
て
い
るＶ
。
他
の

報
告
書
と
異
な
り
特
徴
の
項
目
に
と
り
わ
け
力
を
入
れ
て
記
述
し
て
い
る
。
特
徴
の
項
目
で
は
、
済
州
島
の
場
合
は
「
霊
登
神
へ
の
儀

礼
が
部
落
祭
で
あ
る
村
ク
ッ
と
し
て
存
在
し
て
い
る
点
」
に
魅
力
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
他
地
方
の
ク
ッ
は
「
個
人

の
信
仰
儀
礼
的
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
済
州
島
の
場
合
は
そ
れ
が
村
ク
ッ
と
な
っ
て
い
る
」
点
が
無
形
文
化
財
に
ふ
さ
わ
し
い
理
由
と

し
て
語
ら
れ
て
い
るＷ
。「
信
仰
」
を
主
と
し
た
小
規
模
な
ク
ッ
よ
り
も
、
共
同
体
精
神
の
発
露
で
あ
る
「
部
落
祭
」
と
し
て
の
ク
ッ
に

価
値
を
見
出
す
視
点
が
窺
え
る
。

　

済
州
七
頭
堂
ク
ッ
と
同
時
期
の
一
九
八
〇
年
に
指
定
さ
れ
た
⑥
珍
島
シ
ッ
キ
ム
ク
ッ
（
死
霊
祭
）
の
報
告
書
か
ら
も
ま
た
、
共
同
性

を
重
視
す
る
視
点
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
報
告
書
は
「
序
言
」
に
続
い
て
、「
珍
島
シ
ッ
キ
ム
ク
ッ
の
概
要
」、「
珍
島
巫
俗
音
楽
」、

「
珍
島
シ
ッ
キ
ム
ク
ッ
の
巫
舞
」、「
其
他
（
装
飾
・
巫
具
及
び
シ
ッ
キ
ム
ク
ッ
の
技
能
保
有
者
）」、「
附
録
（
珍
島
シ
ッ
キ
ム
ク
ッ
の
巫

歌
歌
詞
）」
で
順
次
種
目
の
内
容
を
説
明
し
、
最
後
の
「
重
要
無
形
文
化
財
指
定
に
対
す
る
建
議
書
」
で
調
査
者
の
見
解
を
示
す
形
式

を
採
っ
て
い
るＸ
。
こ
こ
で
は
結
論
に
あ
た
る
建
議
書
で
の
共
同
性
の
強
調
に
注
目
し
た
い
。
建
議
書
で
は
巫
俗
の
卜
占
へ
の
批
判
的
な

視
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
卜
占
の
よ
う
な
ム
ー
ダ
ン
と
信
者
の
個
別
的
側
面
、
そ
し
て
信
仰
が
介
入
す
る
領
域
で
は
な
く
、
村

の
団
結
と
し
て
共
同
性
が
見
出
さ
れ
る
部
分
は
評
価
で
き
る
と
い
う
視
点
の
裏
返
し
で
も
あ
る
。

上
古
時
代
か
ら
伝
わ
る
巫
俗
儀
式
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
世
襲
巫
が
、
現
在
は
彼
ら
の
子
供
た
ち
に
儀
式
の
技
芸
能
を
伝
授
し
な
か

っ
た
り
、
ま
た
は
彼
ら
自
ら
が
職
能
を
放
棄
し
て
転
職
し
て
し
ま
っ
た
り
し
て
い
る
た
め
、
彼
ら
の
技
芸
は
伝
承
が
途
絶
え
、
そ
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の
代
わ
り
に
占
い
師
な
ど
の
似
非
の
巫
儀
式
に
よ
っ
て
牛
耳
ら
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
伝
統
文
化
継
承
に
お
い
て
不
幸
な

こ
と
で
あ
るＹ
。

　

引
用
文
の
記
述
に
従
う
と
、「
伝
統
文
化
継
承
に
」
幸
い
な
こ
と
と
は
「
占
い
師
な
ど
の
似
非
の
巫
儀
式
に
よ
っ
て
牛
耳
ら
れ
て
」

い
な
い
こ
と
、
と
な
る
。
つ
ま
り
巫
俗
の
な
か
で
民
族
が
そ
ろ
っ
て
楽
し
め
る
、
共
同
性
の
結
実
で
あ
る
ク
ッ
に
こ
そ
価
値
が
あ
る
と

す
る
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
。
巫
俗
に
お
け
る
卜
占
の
機
能
は
排
除
し
て
文
化
的
機
能
、
と
く
に
共
同
性
に
価
値
を
与
え
よ
う
と
す
る

姿
勢
が
窺
え
る
。

　

共
同
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
無
形
文
化
財
指
定
に
成
功
し
た
他
の
例
と
し
て
、
一
九
八
五
年
に
豊
漁
祭
と
し
て
一
挙
に
指
定
さ
れ
た

⑦
東
海
岸
別
神
ク
ッ
、
⑧
西
海
岸
船
ヨ
ン
シ
ン
ク
ッ
及
び
大
同
ク
ッ
、
⑨
蝟
島
テ
ィ
ベ
演
戯
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
報

告
書
で
も
大
項
目
「
豊
漁
祭
」
と
し
て
設
定
さ
れ
、
小
項
目
と
し
て
各
種
目
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
報
告
書
の
構
成

も
ほ
ぼ
同
様
と
な
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
東
海
岸
別
神
ク
ッ
で
は
「
重
要
無
形
文
化
財
指
定
申
請
理
由
」、「
序
言
」、「
特
徴
」、「
豊
漁

祭
の
節
次
と
内
容
」、「
豊
漁
祭
の
巫
楽
と
巫
舞
」
と
い
っ
た
構
成
か
ら
、
特
に
指
定
申
請
理
由
で
共
同
性
の
観
点
が
押
し
出
さ
れ
て
い

るＺ
。
三
つ
の
種
目
の
指
定
申
請
理
由
で
共
通
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
村
の
生
活
に
お
け
る
祝
祭
と
娯
楽
・
芸
能
的
機
能ａ
」、

「
船
主
グ
ル
ー
プ
と
一
般
漁
民
の
間
の
大
同
、
彼
ら
を
結
束
さ
せ
る
求
心
的
役
割ｂ
」、「
村
全
体
の
豊
漁
祈
願
祭
と
し
て
、
老
若
男
女
を

は
じ
め
と
し
て
村
全
体
で
楽
し
み
、
遊
ぶ
大
祝
祭ｃ
」
な
ど
、
巫
俗
へ
の
積
極
的
な
記
述
で
は
な
く
、
村
に
活
気
を
与
え
秩
序
を
維
持
す

る
役
割
へ
の
記
述
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

　

報
告
書
の
記
述
に
は
、
民
族
的
ル
ー
ツ
や
共
同
性
へ
の
視
点
と
密
接
な
関
連
を
持
ち
つ
つ
、
と
り
わ
け
芸
術
性
や
伝
統
美
に
焦
点
を

定
め
て
巫
俗
の
価
値
を
強
調
す
る
言
説
も
存
在
し
た
。
一
九
八
〇
年
に
指
定
さ
れ
た
④
楊
州
牛
演
戯
ク
ッ
は
、
儀
礼
や
信
仰
と
し
て
の



（16）　16

巫
俗
か
ら
芸
術
と
し
て
の
巫
俗
に
発
展
し
た
種
目
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
旧
正
月
と
立
春
に
家
族
の
健
康
と
豊
年
を
祈
る
こ
の
ク
ッ

は
、
六
七
年
に
も
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
が
当
時
は
指
定
に
至
ら
ずｄ
、
七
五
年
に
再
調
査
が
行
わ
れ
て
八
〇
年
に
指
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
七
五
年
の
報
告
書
は
、「
重
要
無
形
文
化
財
と
し
て
稟
議
を
求
め
る
理
由
書
」
で
六
七
年
当
時
に
指
定
に
至
ら
ず
再
調
査
が

行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
旨
の
み
述
べ
ら
れ
、
続
く
「
歴
史
的
由
来
」
の
節
で
こ
の
種
目
の
意
義
を
押
し
出
し
、「
特
徴
」、「
牛
演
戯

の
順
序
と
台
詞
及
び
歌
詞
」、「
牛
演
戯
で
用
い
ら
れ
る
資
料
」、「
保
有
者
調
書
」
で
詳
細
な
説
明
が
行
わ
れ
て
い
るｅ
。
歴
史
的
由
来
に

関
す
る
説
明
で
は
、
牛
演
戯
ク
ッ
を
儀
礼
で
は
な
く
芸
能
に
特
化
し
た
娯
楽
、
演
戯
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
芸
術
性
の
観
点
か
ら
牛
演
戯
ク
ッ
の
価
値
を
押
し
出
す
論
法
で
あ
る
。

韓
国
巫
俗
の
機
能
を
司
祭
、
卜
占
・
予
言
、
巫
医
、
娯
楽
芸
能
の
四
つ
に
分
け
る
の
な
ら
、「
牛
演
戯
」
は
そ
の
中
で
よ
り
娯
楽

芸
能
的
機
能
に
属
し
、
儀
礼
か
ら
演
戯
に
発
展
す
る
過
程
を
示
す
も
の
だ
と
言
え
よ
うｆ
。

　

一
九
九
〇
年
に
指
定
さ
れ
た
⑫
サ
ル
プ
リ
舞
（
サ
ル
プ
リ
と
は
、
悪
い
気
運
で
あ
る
サ
ル
と
、
解
く
こ
と
を
意
味
す
る
プ
リ
を
合
わ

せ
た
言
葉
）
も
ま
た
、
巫
俗
の
芸
術
的
側
面
を
押
し
出
し
て
い
る
。
サ
ル
プ
リ
舞
の
技
能
保
有
者
と
し
て
言
及
さ
れ
た
の
は
金キ

ム

淑ス
ク

子チ
ャ

で

あ
っ
た
。
金
淑
子
は
世
襲
巫
と
し
て
著
名
な
人
物
で
あ
り
、
特
に
そ
の
舞
に
対
す
る
評
価
は
高
い
。
報
告
書
も
金
淑
子
の
踊
り
に
焦
点

を
定
め
て
お
り
、「
重
要
無
形
文
化
財
指
定
申
請
理
由
」
と
「
サ
ル
プ
リ
舞
の
由
来
と
変
遷
」
で
概
略
を
述
べ
た
あ
と
、「
金
淑
子
の
舞

の
内
容
と
特
徴
」
と
「
芸
術
保
有
者
調
書
」
で
彼
女
の
高
い
技
術
に
つ
い
て
記
し
、
参
考
資
料
と
し
て
「
金
淑
子
の
舞
譜
」
が
付
さ
れ

て
い
るｇ
。
報
告
書
で
は
、
指
定
申
請
理
由
の
箇
所
で
サ
ル
プ
リ
舞
が
「
我
が
国
の
踊
り
の
な
か
で
も
っ
と
も
芸
術
性
に
優
れ
た
舞
」
で

あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
るｈ
。
同
時
に
、
報
告
書
で
は
サ
ル
プ
リ
舞
が
宗
教
で
な
い
旨
も
要
所
要
所
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
次
に
引

用
す
る
二
つ
の
文
章
は
「
サ
ル
プ
リ
舞
の
由
来
と
変
遷
」
と
「
芸
術
保
有
者
調
書
」
で
の
記
述
で
あ
る
。
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我
が
国
の
舞
が
ム
ー
ダ
ン
が
な
す
ク
ッ
の
現
場
、
そ
し
て
農
楽
の
奏
者
が
な
す
現
場
に
お
い
て
舞
わ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る

が
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、
サ
ル
プ
リ
舞
が
ム
ー
ダ
ン
が
舞
う
宗
教
的
儀
式
の
舞
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
いｉ
。

こ
の
舞
は
京
畿
道
地
方
の
都
堂
ク
ッ
で
も
舞
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
は
言
っ
て
も
宗
教
舞
踊
系
統
の
ム
ー
ダ
ン
の
舞
で
は
な
いｊ
。

　

こ
れ
ら
の
引
用
文
で
重
要
な
概
念
は
ム
ー
ダ
ン
と
ク
ッ
で
あ
る
。
ム
ー
ダ
ン
は
基
本
的
に
ク
ッ
の
現
場
で
舞
い
を
披
露
す
る
こ
と
に

な
る
が
、
そ
こ
に
は
当
然
な
が
ら
、
巫
俗
の
信
仰
と
し
て
死
霊
観
や
神
霊
観
が
介
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
社
会
的
に
迷
信
視
さ
れ
て
い

る
巫
俗
を
文
化
と
し
て
認
め
さ
せ
る
こ
と
を
至
上
命
題
と
す
る
調
査
者
に
と
っ
て
、
ム
ー
ダ
ン
と
ク
ッ
に
見
出
さ
れ
る
宗
教
的
な
舞
踊

は
排
除
す
べ
き
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
。
筆
者
は
本
節
冒
頭
で
、
無
形
文
化
財
の
指
定
に
関
わ
っ
た
研
究
者
は
基
本
的
に
巫
俗
を
宗
教

と
し
て
捉
え
て
い
な
か
っ
た
と
述
べ
た
。
サ
ル
プ
リ
舞
に
関
し
て
は
例
外
的
に
、
ク
ッ
を
宗
教
あ
る
い
は
宗
教
的
な
儀
礼
と
捉
え
て
い

た
と
思
わ
れ
る
節
が
あ
る
。
た
だ
、
そ
う
は
言
っ
て
も
こ
こ
で
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
サ
ル
プ
リ
舞
が
宗
教
で
は
な
く
芸
術
、
文
化
で

あ
る
と
い
う
旨
で
あ
り
、
文
化
と
し
て
の
巫
俗
に
よ
り
高
い
価
値
が
付
与
さ
れ
て
い
る
の
は
他
の
報
告
書
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
金

淑
子
は
世
襲
巫
と
し
て
学
術
的
に
は
ム
ー
ダ
ン
と
呼
べ
る
が
、
ム
ー
ダ
ン
と
い
う
概
念
に
は
一
般
的
に
巫
俗
の
信
仰
の
面
が
色
濃
く
反

映
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
サ
ル
プ
リ
舞
の
報
告
書
で
は
形
式
上
、
サ
ル
プ
リ
舞
を
ム
ー
ダ
ン
の
踊
り
で
は
な
く
金
淑
子
と
い
う
芸

術
家
の
踊
り
と
規
定
し
、
そ
し
て
宗
教
舞
踊
系
統
の
踊
り
、
つ
ま
り
ク
ッ
と
は
別
個
の
、
あ
く
ま
で
芸
術
的
な
踊
り
で
あ
る
と
強
調
す

る
戦
略
が
採
ら
れ
て
い
る
。

　

最
後
の
事
例
と
し
て
、
一
九
九
〇
年
に
指
定
さ
れ
た
⑬
京
畿
道
都
堂
ク
ッ
（
都
堂
と
呼
ば
れ
る
村
の
神
堂
を
中
心
に
行
わ
れ
る
ク

ッ
）
を
挙
げ
よ
う
。
サ
ル
プ
リ
舞
の
報
告
書
と
は
異
な
り
、
京
畿
道
都
堂
ク
ッ
の
報
告
書
で
は
ク
ッ
も
ま
た
文
化
で
あ
る
旨
が
強
調
さ

れ
て
い
る
。
サ
ル
プ
リ
舞
の
報
告
書
は
主
に
芸
術
的
な
観
点
か
ら
サ
ル
プ
リ
舞
が
文
化
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
が
、
京
畿
道
都
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堂
ク
ッ
の
報
告
書
は
芸
術
性
に
く
わ
え
て
、
ク
ッ
に
見
出
さ
れ
る
共
同
性
の
部
分
も
強
調
す
る
こ
と
で
巫
俗
へ
の
否
定
的
な
認
識
か
ら

目
を
逸
ら
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
排
除
さ
れ
る
の
は
ム
ー
ダ
ン
の
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
部
分
に
目
を
向
け

さ
せ
て
巫
俗
の
文
化
的
価
値
を
強
調
す
る
視
点
が
押
し
出
さ
れ
て
い
る
。

　

京
畿
道
都
堂
ク
ッ
の
報
告
書
は
「
無
形
文
化
財
指
定
申
請
理
由
」
で
意
義
を
簡
潔
に
記
し
、「
中
部
地
域
世
襲
巫
俗
と
都
堂
ク
ッ
の

衰
退
」
で
こ
の
ク
ッ
の
継
承
が
現
在
難
し
い
状
況
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
東
幕
都
堂
ク
ッ
の
内
容
」
と
「
京
畿
道
都

堂
ク
ッ
の
性
格
」
で
具
体
的
な
説
明
を
行
い
、
最
後
に
添
付
資
料
と
し
て
「
技
能
保
有
者
調
書
」
及
び
「
京
畿
道
都
堂
ク
ッ
の
写
真
資

料
」
が
付
さ
れ
て
い
るｋ
。
報
告
書
の
中
で
興
味
深
い
の
は
、「
京
畿
道
都
堂
ク
ッ
の
性
格
」
を
「
巫
俗
的
側
面
」、「
音
楽
的
側
面
」、

「
舞
踊
的
側
面
」、「
演
戯
的
側
面
」
の
四
つ
に
わ
け
て
記
述
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
「
巫
俗
的
側
面
」
の
内
容
が
「
祝
祭
的
性
格
」

と
「
芸
術
性
」
の
項
目
で
構
成
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
音
楽
、
舞
踊
、
演
戯
的
側
面
へ
の
記
述
で
祝
祭
的
性
格
と
芸
術
性
に
つ
い
て

十
分
説
明
で
き
る
は
ず
な
の
に
、
巫
俗
的
側
面
へ
の
説
明
で
も
敢
え
て
祝
祭
的
性
格
と
芸
術
性
を
押
し
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
迷
信

視
さ
れ
が
ち
な
ム
ー
ダ
ン
や
ク
ッ
の
存
在
を
隠
し
、
徹
底
し
て
文
化
的
な
要
素
に
着
目
し
て
巫
俗
の
価
値
を
強
調
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
ま
ず
「
祝
祭
的
性
格
」
の
記
述
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

都
堂
ク
ッ
は
、
村
の
守
護
神
を
中
心
に
地
縁
的
和
合
を
は
か
る
祝
祭
で
あ
り
、
村
で
も
っ
と
も
大
き
い
行
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
行

事
を
通
し
て
村
は
共
同
体
意
識
と
紐
帯
を
強
化
し
て
秩
序
を
保
つ
の
で
あ
り
、
一
つ
の
場
所
に
集
ま
っ
て
と
も
に
楽
し
む
、
と
い

う
の
が
そ
の
核
心
的
機
能
で
あ
っ
たｌ
。

　

こ
こ
で
は
巫
俗
の
機
能
と
し
て
「
地
縁
的
和
合
」
が
押
し
出
さ
れ
、
ム
ー
ダ
ン
へ
の
記
述
は
な
く
、
村
や
地
域
で
の
共
同
体
意
識
が

集
中
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
次
に
参
照
す
る
の
は
「
巫
俗
的
側
面
」
の
「
芸
術
性
」
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。



19　（19）

文化としての韓国巫俗

宗
教
は
消
え
去
り
、
芸
術
は
残
る
と
い
う
。
こ
の
京
畿
道
世
襲
巫
の
巫
俗
は
い
ま
や
衰
退
し
て
い
っ
て
い
る
が
、
そ
の
芸
術
性
に

つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
深
め
て
い
く
べ
き
部
分
が
残
っ
て
い
るｍ
。

　
「
芸
術
は
残
る
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
報
告
書
の
執
筆
者
が
京
畿
道
都
堂
ク
ッ
、
ひ
い
て
は
巫
俗
を
宗
教
と
い
う
よ
り
も
芸
術
と
捉

え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。「
巫
俗
的
側
面
」
と
し
て
敢
え
て
「
祝
祭
的
性
格
」
と
「
芸
術
性
」
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
ム
ー
ダ
ン
お

よ
び
ク
ッ
を
否
定
的
に
捉
え
る
視
点
を
か
わ
し
、
巫
俗
を
文
化
と
し
て
正
当
化
す
る
た
め
の
方
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

結
論

　

巫
俗
を
無
形
文
化
財
と
し
て
語
る
言
説
の
歴
史
的
変
遷
と
具
体
的
展
開
を
、
と
く
に
宗
教
的
側
面
の
排
除
が
如
何
に
し
て
行
わ
れ
た

の
か
に
注
目
し
て
考
察
し
て
き
た
。
巫
俗
へ
の
否
定
的
視
線
か
ら
、
一
九
六
〇
年
代
の
段
階
に
お
い
て
巫
俗
を
無
形
文
化
財
と
し
て
指

定
す
る
こ
と
は
、
一
部
の
例
外
を
除
い
て
不
可
能
で
あ
っ
た
。
他
方
、
七
〇
年
代
に
な
る
と
、
文
化
的
要
素
を
巧
み
に
押
し
出
し
た
も

の
に
限
っ
て
指
定
が
可
能
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
の
文
化
的
要
素
は
主
に
三
つ
の
類
型
か
ら
整
理
で
き
よ
う
。
ま
ず
一
つ
目
に
、
シ
ナ
ウ

ィ
の
報
告
書
で
強
く
押
し
出
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
巫
俗
に
見
出
さ
れ
る
歴
史
的
側
面
、
民
族
文
化
の
原
型
と
し
て
の
要
素
で
あ
る
。

二
つ
目
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
済
州
七
頭
堂
ク
ッ
や
珍
島
シ
ッ
キ
ム
ク
ッ
、
豊
漁
祭
の
言
説
で
顕
著
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
ク
ッ
に
お

け
る
共
同
性
、
村
落
に
秩
序
を
も
た
ら
す
機
能
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、
サ
ル
プ
リ
舞
で
の
記
述
か
ら
見
出
さ
れ
る
伝
統
美
、
芸
術
的
な

側
面
で
あ
る
。
楊
州
牛
演
戯
ク
ッ
で
は
歴
史
的
な
側
面
と
芸
術
性
、
京
畿
道
都
堂
ク
ッ
で
は
共
同
性
と
芸
術
性
が
押
し
出
さ
れ
て
い
た

こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
七
〇
年
代
以
降
巫
俗
が
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
要
素
が
織
り
交
じ

り
な
が
ら
文
化
と
し
て
の
巫
俗
言
説
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。
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報
告
書
の
記
述
で
は
、
巫
俗
の
宗
教
的
側
面
は
評
価
の
対
象
外
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
ソ
ウ
ル
セ
ナ
ム
ク
ッ
と
い
う
例
外

は
あ
っ
た
が
、
他
の
報
告
書
で
は
巫
俗
の
卜
占
、
儀
礼
と
し
て
の
側
面
、
ム
ー
ダ
ン
や
信
者
に
共
有
さ
れ
る
信
仰
は
評
価
の
対
象
で
な

く
、
巫
俗
を
無
形
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
せ
る
上
で
最
大
限
忌
避
す
べ
き
対
象
で
あ
っ
た
。
報
告
書
の
執
筆
者
た
ち
が
排
除
し
た
巫
俗

の
信
仰
や
儀
礼
と
し
て
の
側
面
は
、
別
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
巫
俗
の
宗
教
的
側
面
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
だ
が
、
彼
ら
に
と
っ

て
そ
れ
は
価
値
が
低
く
、
排
除
す
べ
き
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
。
本
稿
の
議
論
は
、
宗
教
の
領
域
か
ら
基
本
的
に
排
除
さ
れ
て
き
た
、

韓
国
近
現
代
史
に
お
け
る
巫
俗
の
歴
史
の
一
端
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
、
巫
俗
を
宗
教
と
捉
え
る
視
点
が
韓
国
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
で
ま
っ
た
く

無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
筆
者
は
他
の
論
文
で
こ
の
点
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、「
巫
教
」
と
い
う
概
念
か
ら
巫
俗
の
宗

教
的
側
面
に
注
目
し
た
論
者
は
存
在
し
た
。
こ
れ
は
土
着
化
神
学
や
民
衆
神
学
と
い
う
、
韓
国
的
な
神
学
を
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
主

体
か
ら
は
じ
ま
り
、
や
が
て
宗
教
学
や
精
神
医
学
、
そ
し
て
民
主
化
運
動
に
お
け
る
学
生
た
ち
の
発
言
な
ど
を
通
し
て
、
社
会
的
に
も

少
し
ず
つ
浸
透
し
て
い
っ
たｎ
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
視
点
は
ひ
ろ
く
共
有
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
た
と
え
巫
俗
を
一
部
宗
教

の
範
疇
に
含
め
て
も
、「
宗
教
」
概
念
の
影
響
か
ら
、
巫
俗
は
真
な
る
倫
理
観
、
歴
史
観
、
共
同
体
意
識
、
つ
ま
り
普
遍
的
な
価
値
観

を
備
え
て
い
な
い
宗
教
だ
と
判
断
さ
れ
、
こ
こ
か
ら
巫
俗
を
「
宗
教
で
は
な
い
宗
教
」
と
捉
え
る
視
点
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
たｏ
。

　

他
方
、
現
代
韓
国
の
宗
教
研
究
や
民
俗
研
究
に
お
い
て
、
巫
俗
を
宗
教
と
捉
え
る
視
点
は
あ
る
程
度
定
着
し
て
い
る
。
韓
国
の
宗
教

学
で
は
主
に
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
キ
リ
ス
ト
教
を
モ
デ
ル
と
す
る
「
宗
教
」
概
念
へ
の
反
省
、
と
く
に
一
神
教
や
普
遍
的
な
倫
理
観

を
過
度
に
強
調
す
る
立
場
へ
の
省
察
を
求
め
る
研
究
が
提
出
さ
れ
て
き
たｐ
。
こ
れ
に
よ
り
、
巫
俗
を
宗
教
と
捉
え
る
視
点
も
、
関
連
学

界
で
ひ
ろ
く
確
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
反
面
、
無
形
文
化
財
の
指
定
お
よ
び
運
営
に
研
究
者
が
関
与
す
る
と
い
う
形
式
は
二
〇
二
〇
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年
の
現
時
点
で
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
無
形
文
化
財
と
い
う
制
度
の
な
か
で
巫
俗
の
宗
教
的
側
面
が
今
後
ど
の
よ
う
に
反

映
さ
れ
て
い
く
の
か
、
あ
る
い
は
排
除
さ
れ
て
い
く
の
か
、
言
説
の
次
元
の
み
な
ら
ず
実
践
の
次
元
も
含
め
て
観
察
を
続
け
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
の
議
論
は
基
本
的
に
無
形
文
化
財
の
指
定
に
成
功
し
た
報
告
書
の
み
を
対
象
と
し
て
お
り
、
指
定
に
失
敗
し

た
報
告
書
は
ほ
と
ん
ど
扱
え
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
こ
れ
か
ら
更
な
る
調
査
・
分
析
を
進
め
る
こ
と
で
、
無
形
文
化
財
と
し

て
の
巫
俗
、
ひ
い
て
は
韓
国
社
会
と
巫
俗
の
関
係
に
つ
い
て
知
見
を
深
め
て
い
き
た
い
。

注（
1
）  

一
九
四
五
年
以
降
の
韓
国
に
お
け
る
巫
俗
言
説
の
概
況
に
つ
い
て
は
拙
稿
（
新
里
喜
宣
「
韓
国
に
お
け
る
巫
俗
言
説
の
構
造
と
展
開
│
│
文
化
お
よ

び
宗
教
と
し
て
の
言
説
を
中
心
に
」（『
宗
教
と
社
会
』
二
三
、「
宗
教
と
社
会
」
学
会
、
二
〇
一
七
年
））、
参
照
。
な
お
、
本
稿
は
筆
者
の
博
士
論
文

（
新
里
喜
宣
「
韓
国
巫
俗
言
説
の
形
成
と
展
開
に
関
す
る
研
究
│
│
一
九
六
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
を
中
心
に
」（
ソ
ウ
ル
大
学
校
博
士
学
位
論
文
、
二

〇
一
八
年
））
の
内
容
の
一
部
を
修
正
・
補
完
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
）  

民
俗
学
的
研
究
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
洪
泰
漢
の
研
究
が
参
考
に
な
る
。
洪
泰
漢
「
韓
国
巫
俗
と
無
形
文
化
財
」（『
韓
国
巫
俗
学
』
九
、
韓
国

巫
俗
学
会
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
3
）  

李
龍
範
「
巫
俗
関
連
無
形
文
化
財
制
度
の
意
義
と
限
界
│
│
巫
俗
に
対
す
る
視
点
を
中
心
に
」（『
比
較
民
俗
学
』
四
五
、
比
較
民
俗
学
会
、
二
〇
一

一
年
）、
四
二
一
―
四
三
五
頁
。

（
4
）  

李
龍
範
、
前
掲
論
文
、
四
三
七
頁
。

（
5
）  

「
文
化
財
保
護
法
」
第
一
条
、
一
九
六
二
年
一
月
一
〇
日
施
行
。

（
6
）  

「
文
化
財
保
護
法
」
第
二
条
二
項
、
一
九
六
二
年
一
月
一
〇
日
施
行
。

（
7
）  

無
形
文
化
財
制
度
の
変
遷
、
そ
し
て
指
定
の
可
否
に
あ
た
っ
て
『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
と
い
う
点
に
関
し
て
は
丁

秀
珍
の
研
究
が
参
考
に
な
る
。
丁
秀
珍
『
無
形
文
化
財
の
誕
生
』
ソ
ウ
ル
：
歴
史
批
評
社
、
二
〇
〇
八
年
。

（
8
）  

『
文
化
財
委
員
会
会
議
録
（
一
九
九
六
年
度
）』
文
化
財
管
理
局
、
一
九
九
六
年
、
八
七
四
頁
。

（
9
）  

無
形
文
化
財
の
指
定
現
況
に
つ
い
て
は
、
文
化
財
庁
の
Ｈ
Ｐ
を
参
照
し
た
。https://w

w
w
.cha.go.kr/m

ain.htm
l　

最
終
閲
覧
：
二
〇
二
〇
年
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二
月
一
二
日
。

（
10
）  

任
東
権
「
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
第
八
号
：
恩
山
別
神
祭
」（『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
二
集
、
文
化
財
管
理
局
、
一
九
六
五
年
）、
二
四

三
―
三
三
一
頁
。

（
11
）  
任
東
権
、
前
掲
論
文
、
二
七
五
頁
。

（
12
）  
任
東
権
「
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
九
号
：
江
陵
端
午
祭
」（『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
四
集
、
文
化
財
管
理
局
、
一
九
六
六
年
）、
二

八
一
―
四
二
〇
頁
。

（
13
）  

任
東
権
、
前
掲
論
文
、
三
五
七
頁
。

（
14
）  

黄
縷
詩
「『
巫
俗
と
政
治
│
│
文
化
財
指
定
巫
俗
儀
礼
を
中
心
に
』
に
対
す
る
討
論
文
」（『
比
較
民
俗
学
』
二
六
、
比
較
民
俗
学
会
、
二
〇
〇
四
年
）、

三
七
二
頁
。

（
15
）  

任
晳
宰
・
張
籌
根
「
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
三
号
：
関
北
地
方
巫
歌
」（『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
三
集
、
文
化
財
管
理
局
、
一
九
六

五
年
）、
一
―
五
〇
九
頁
。

（
16
）  

任
晳
宰
・
張
籌
根
「
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
四
号
：
関
西
地
方
巫
歌
」（『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
五
集
、
文
化
財
管
理
局
、
一
九
六

六
年
）、
一
―
六
七
〇
頁
。

（
17
）  

任
晳
宰
「
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
第
七
九
号
：
茁
浦
巫
楽
」（『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
一
一
集
、
文
化
財
管
理
局
、
一
九
七
〇
年
）、
三

九
五
―
六
四
五
頁
、
引
用
は
四
〇
五
頁
。

（
18
）  

沈
雨
晟
「
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
〇
六
号
：
紙
花
匠
」（『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
一
四
集
、
文
化
財
管
理
局
、
一
九
七
三
年
）、
六

四
七
―
六
八
七
頁
。

（
19
）  

「
文
化
財
委
員
会
会
議
録
（
一
九
七
七
年
度
）」（『
文
化
財
』
一
二
、
文
化
財
管
理
局
、
一
九
七
九
年
）、
二
三
〇
―
二
三
一
頁
。
傍
線
は
筆
者
に
よ

る
、
以
下
同
様
。

（
20
）  

成
慶
麟
・
李
恵
求
「
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
〇
号
：
梵
唄
」（『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
二
集
、
文
化
財
管
理
局
、
一
九
六
五
年
）、

四
〇
九
―
五
一
二
頁
。

（
21
）  

『
文
化
財
委
員
会
会
議
録
（
一
九
八
八
年
度
）』
文
化
財
管
理
局
、
一
九
八
八
年
、
四
九
四
―
四
九
五
頁
。
李
杜
鉉
「
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一

八
〇
号
：
黄
海
道
平
山
牛
演
戯
ク
ッ
」（『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
二
〇
集
、
文
化
財
管
理
局
、
一
九
八
八
年
）、
一
〇
九
―
一
五
六
頁
。

（
22
）  

沈
雨
晟
、
前
掲
論
文
、
六
五
二
―
六
五
四
頁
。

（
23
）  

李
杜
鉉
、
前
掲
論
文
、
一
一
四
―
一
一
六
頁
。
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（
24
）  

趙
興
胤
・
金
善
豊
「
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
二
七
号
：
ソ
ウ
ル
セ
ナ
ム
ク
ッ
」（『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
二
四
集
、
文
化
財
管
理

局
、
一
九
九
五
年
）、
四
九
七
―
五
五
三
頁
。

（
25
）  

趙
興
胤
・
金
善
豊
、
前
掲
論
文
、
五
〇
六
頁
。

（
26
）  
河
孝
吉
・
李
ソ
ラ
「
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
七
〇
号
：
豊
漁
祭
・
南
海
岸
別
神
ク
ッ
」（『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
一
九
集
、
文
化
財

管
理
局
、
一
九
八
六
年
）、
一
七
五
―
二
一
八
頁
。

（
27
）  

河
孝
吉
・
李
ソ
ラ
、
前
掲
論
文
、
一
八
二
頁
。

（
28
）  

『
文
化
財
委
員
会
会
議
録
（
一
九
八
七
年
度
）』
文
化
財
管
理
局
、
一
九
八
八
年
、
四
八
二
―
四
八
三
頁
。

（
29
）  

劉
起
龍
・
李
輔
亨
「
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
第
八
五
号
：
シ
ナ
ウ
ィ
」（『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
一
二
集
、
文
化
財
管
理
局
、
一
九
七
一

年
）、
五
四
三
―
五
八
三
頁
。

（
30
）  

劉
起
龍
・
李
輔
亨
、
前
掲
論
文
、
五
四
七
―
五
四
八
頁
。

（
31
）  

張
籌
根
・
玄
容
駿
「
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
五
七
号
：
済
州
七
頭
堂
ク
ッ
」（『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
一
七
集
、
文
化
財
管
理
局
、

一
九
八
四
年
）、
六
二
五
―
六
六
八
頁
。

（
32
）  

張
籌
根
・
玄
容
駿
、
前
掲
論
文
、
六
三
六
頁
。

（
33
）  

池
春
相
・
李
輔
亨
・
鄭
昞
浩
「
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
二
九
号
：
珍
島
シ
ッ
キ
ム
ク
ッ
」（『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
一
六
集
、
文
化

財
管
理
局
、
一
九
七
九
年
）、
三
―
一
七
五
頁
。

（
34
）  

池
春
相
・
李
輔
亨
・
鄭
昞
浩
、
前
掲
論
文
、
一
七
五
頁
。

（
35
）  

李
杜
鉉
「
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
六
二
号
：
豊
漁
祭
・
東
海
岸
別
神
ク
ッ
」（『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
一
八
集
、
文
化
財
管
理
局
、

一
九
八
四
年
）、
七
―
一
一
八
頁
。

（
36
）  

李
杜
鉉
、
前
掲
論
文
、
一
一
頁
。

（
37
）  

張
籌
根
・
河
孝
吉
「
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
六
二
号
：
豊
漁
祭
・
西
海
岸
船
ヨ
ン
シ
ン
ク
ッ
及
び
大
同
ク
ッ
」（『
無
形
文
化
財
調
査
報
告

書
』
第
一
八
集
、
文
化
財
管
理
局
、
一
九
八
四
年
）、
一
一
九
―
二
〇
四
頁
、
引
用
は
一
二
三
頁
。

（
38
）  

張
籌
根
・
河
孝
吉
「
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
六
二
号
：
豊
漁
祭
・
蝟
島
テ
ィ
ベ
演
戯
」（『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
一
八
集
、
文
化
財

管
理
局
、
一
九
八
四
年
）、
二
〇
五
―
二
七
三
頁
、
引
用
は
二
〇
九
頁
。

（
39
）  

李
杜
鉉
「
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
第
三
二
号
：
楊
州
牛
演
戯
ク
ッ
」（『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
六
集
、
文
化
財
管
理
局
、
一
九
六
七
年
）、

三
七
―
一
〇
〇
頁
。
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（
40
）  

李
杜
鉉
・
鄭
華
永
「
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
一
七
号
：
楊
州
牛
演
戯
」（『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
一
五
集
、
文
化
財
管
理
局
、
一
九

七
五
年
）、
二
八
三
―
三
五
二
頁
。

（
41
）  

李
杜
鉉
・
鄭
華
永
、
前
掲
論
文
、
二
九
九
頁
。

（
42
）  
鄭
昞
浩
「
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
八
五
号
：
サ
ル
プ
リ
舞
」（『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
二
〇
集
、
文
化
財
管
理
局
、
一
九
九
〇
年
）、

六
一
五
―
七
五
〇
頁
。

（
43
）  
鄭
昞
浩
、
前
掲
論
文
、
六
一
九
頁
。

（
44
）  

鄭
昞
浩
、
前
掲
論
文
、
六
二
〇
頁
。

（
45
）  

鄭
昞
浩
、
前
掲
論
文
、
六
三
〇
頁
。

（
46
）  

李
杜
鉉
・
張
籌
根
・
鄭
昞
浩
・
李
輔
亨
「
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
第
一
八
六
号
：
京
畿
道
都
堂
ク
ッ
」（『
無
形
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
二
〇

集
、
文
化
財
管
理
局
、
一
九
九
〇
年
）、
七
五
一
―
八
一
八
頁
。

（
47
）  

李
杜
鉉
・
張
籌
根
・
鄭
昞
浩
・
李
輔
亨
、
前
掲
論
文
、
七
八
二
頁
。

（
48
）  

李
杜
鉉
・
張
籌
根
・
鄭
昞
浩
・
李
輔
亨
、
前
掲
論
文
、
七
八
三
頁
。

（
49
）  

新
里
喜
宣
「
宗
教
と
し
て
の
韓
国
巫
俗
│
│
巫
俗
言
説
に
お
け
る
『
巫
教
』
概
念
の
形
成
過
程
を
中
心
に
」（『
宗
教
研
究
』
七
八
（
三
）、
韓
国
宗

教
学
会
、
二
〇
一
八
年
）。

（
50
）  

「
宗
教
」
概
念
に
立
脚
し
て
巫
俗
を
「
宗
教
で
は
な
い
宗
教
」
と
捉
え
る
視
点
と
そ
の
問
題
点
に
関
し
て
は
鄭
鎭
弘
の
議
論
を
参
照
。
鄭
鎭
弘
『
経

験
と
記
憶
│
│
宗
教
文
化
の
継
ぎ
目
を
読
む
』
ソ
ウ
ル
：
タ
ン
デ
、
二
〇
〇
三
年
、
一
六
〇
―
一
八
七
頁
。

（
51
）  

韓
国
に
お
け
る
「
宗
教
」
概
念
の
普
及
に
関
し
て
、
こ
れ
を
体
系
的
に
整
理
し
た
の
は
張
錫
萬
（「
開
港
期
韓
国
社
会
の
『
宗
教
』
概
念
形
成
に
関

す
る
研
究
」（
ソ
ウ
ル
大
学
校
博
士
学
位
論
文
、
一
九
九
二
年
））
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
「
宗
教
」
概
念
の
問
題
が
学
界
で
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
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Korean Shamanism as Culture
“Intangible Cultural Properties” Discourse on Shamanism

SHINZATO Yoshinobu

This paper aims to examine the development of discourse on Korean 
shamanism as an intangible cultural property, with an emphasis on the 
exclusion of shamanism’s religious aspect. The system referred to as 
“national intangible cultural property” started in the 1960s in South Korea 
and has been recognized to have contributed to the revival of traditional 
culture in Korea through its acknowledgement of values of shamanic rituals 
and music. In this regard, questions such as what is designated as cultural 
property of shamanism and what is the logic behind embracing its cultural 
aspect―excluding its religious aspect―have scarcely been researched thus 
far. Therefore, in this paper, I show the specific aspects―the artistry and 
function to bring order to the community found in shamanism―that are 
evaluated as ethnic culture. With respect to the discourse that describes 
shamanism as an intangible cultural property, we can verify that it nega-
tively regards shamanism’s fortune-telling function, rituals, and faith shared 
by the mudan (shaman) and followers, as low of value. The exclusion of 
shamanism’s religious aspect from the discourse on an intangible cultural 
property also describes shamanism’s history that has only been allowed to 
discuss its “cultural” aspect and has also been excluded from the category 
of “religion.”


